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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月15日(2016.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピューティング装置の対応する入力を引き起こすように構成される複数の感圧キー
を有する入力装置であって、
　前記複数の感圧キーのそれぞれは、スペーサ層によってセンサ基板から離間されるフレ
キシブル接触層から形成され、
　第１の前記感圧キーは、第２の前記感圧キーより、力感受性インクの量を変えることに
よる構成を通じて、圧力に対して大きい感度を有するように構成される、
　入力装置。
【請求項２】
　前記第１の感圧キーは、前記第２の感圧キーより、ユーザの１又は複数の指によって押
されるとき、少ない圧力を受けやすいキーボードの場所に位置する、
　請求項１に記載の入力装置。
【請求項３】
　前記第１の感圧キーの前記フレキシブル接触層は、ギャップの配置、導電材料の量、又
は表面積を通じて前記第２の感圧キーより電気抵抗を減少させることによって、前記第２
の感圧キーより大きい感度を有する、
　請求項１に記載の入力装置。
【請求項４】
　前記第１の感圧キーの前記フレキシブル接触層は、前記第２の感圧キーにおいて含まれ
るより多い量の前記力感受性インクを含むことによって、前記第２の感圧キーより大きい
感度を有する、
　請求項１に記載の入力装置。
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【請求項５】
　前記力感受性インクは、前記力感受性インクの抵抗の量が加えられる圧力の量に関連し
て直接的に変化するように、構成される、
　請求項１に記載の入力装置。
【請求項６】
　コンピューティング装置の対応する入力を引き起こすように構成される複数の感圧キー
を有する入力装置であって、
　前記複数の感圧キーのそれぞれは：
　　センサ基板；
　　スペーサ層；及び
　　前記スペーサ層によって前記センサ基板から離間されるフレキシブル接触層であって
、前記複数の感圧キーは、力感受性材料の量を変えることによる構成を通じて、互いに、
異なる感度を有するように構成される、
　入力装置。
【請求項７】
　第１の前記感圧キーは、第２の前記感圧キーより、ユーザの１又は複数の指によって押
されるとき、少ない圧力を受けやすいキーボードの場所に位置し、前記異なる感度がそれ
に応じて構成される、
　請求項６に記載の入力装置。
【請求項８】
　前記異なる感度は、ギャップの配置、導電材料の量、又は表面積を通じて電気抵抗を変
化させることによって、構成される、
　請求項７に記載の入力装置。
【請求項９】
　前記力感受性材料は、力感受性インクである、
　請求項６に記載の入力装置。
【請求項１０】
　前記力感受性インクは、前記力感受性インクの抵抗の量が加えられる圧力の量に関連し
て直接的に変化するように、構成される、
　請求項９に記載の入力装置。
【請求項１１】
　キーボードであって、
　コンピューティング装置の対応する入力を引き起こすように構成される複数の感圧キー
を有し、前記複数の感圧キーのそれぞれは：
　　センサ基板；
　　スペーサ層；及び
　　　前記スペーサ層によって前記センサ基板から離間されるフレキシブル接触層；を有
し、
　前記複数の感圧キーは、力感受性材料の量を変えることによる構成を通じて、互いに異
なる感度を有するように構成される、
　キーボード。
【請求項１２】
　第１の前記感圧キーは、第２の前記感圧キーより、ユーザの１又は複数の指によって押
されるとき、少ない圧力を受けやすいキーボードの場所に位置し、前記異なる感度はそれ
に応じて構成される、
　請求項１１に記載のキーボード。
【請求項１３】
　前記異なる感度は、ギャップの配置、導電材料の量、又は表面積を通じて電気抵抗を変
化させることによって、構成される、
　請求項１１に記載のキーボード。
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【請求項１４】
　前記力感受性材料は、力感受性インクである、
　請求項１１に記載のキーボード。
【請求項１５】
　前記力感受性インクは、前記力感受性インクの抵抗の量が加えられる圧力の量に関連し
て直接的に変化するように、構成される、
　請求項１４に記載のキーボード。
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